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　　　匝瑳市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

　匝瑳市国民健康保険税条例（平成１８年匝瑳市条例第９４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

　第３条第１項中「１００分の６．５」を「１００分の７．５」に改める。 

　第５条中「２０，０００円」を「２５，０００円」に改める。 

　第６条第１号中「２５，０００円」を「３０，０００円」に改め、同条第２号

中「１２，５００円」を「１５，０００円」に改め、同条第３号中「１８，７５

０円」を「２２，５００円」に改める。 

　第７条中「１００分の２．５」を「１００分の２．７」に改める。 

　第８条中「１２，５００円」を「１４，０００円」に改める。 

　第９条中「１００分の１．３」を「１００分の１．８」に改める。 

　第１０条中「１２，５００円」を「１９，０００円」に改める。 

　第２２条第１項第１号ア中「１４，０００円」を「１７，５００円」に改め、

同号イ（ア）中「１７，５００円」を「２１，０００円」に改め、同号イ（イ）

中「８，７５０円」を「１０，５００円」に改め、同号イ（ウ）中「１３，１２

５円」を「１５，７５０円」に改め、同号ウ中「８，７５０円」を「９，８００

円」に改め、同号エ中「８，７５０円」を「１３，３００円」に改め、同条第２

号ア中「１０，０００円」を「１２，５００円」に改め、同号イ（ア）中「１２，

５００円」を「１５，０００円」に改め、同号イ（イ）中「６，２５０円」を「７，

５００円」に改め、同号イ（ウ）中「９，３７５円」を「１１，２５０円」に改

め、同号ウ中「６，２５０円」を「７，０００円」に改め、同号エ中「６，２５

０円」を「９，５００円」に改め、同条第３号ア中「４，０００円」を「５，０

００円」に改め、同号イ（ア）中「５，０００円」を「６，０００円」に改め、

同号イ（イ）中「２，５００円」を「３，０００円」に改め、同号イ（ウ）中「３，

７５０円」を「４，５００円」に改め、同号ウ中「２，５００円」を「２，８０

０円」に改め、同号エ中「２，５００円」を「３，８００円」に改め、同条第２

項第１号ア中「３，０００円」を「３，７５０円」に改め、同号イ中「５，００
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０円」を「６，２５０円」に改め、同号ウ中「８，０００円」を「１０，０００

円」に改め、同号エ中「１０，０００円」を「１２，５００円」に改め、同項第

２号ア中「１，８７５円」を「２，１００円」に改め、同号イ中「３，１２５円」

を「３，５００円」に改め、同号ウ中「５，０００円」を「５，６００円」に改

め、同号エ中「６，２５０円」を「７，０００円」に改める。 

　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

　（適用区分） 

２　改正後の匝瑳市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。 
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（
参
考
）

 
匝
瑳
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

 
 

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

 
第
１
条
・
第
２
条
　
略
 

　
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
所
得
割
額
）
 

第
３
条
　
前
条
第
２
項
の
所
得
割
額
は
、
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に
係
る
地
方
税
法

（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
２
６
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）

第
３
１
４
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す

る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た

後
の
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
以
下
「
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
」
と

い
う
。）

に
１
０
０
分
の
７
．
５
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

２
　
略
 

第
４
条
　
略
 

　
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
 

第
５
条
　
第
２
条
第
２
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て
２
５
，
０
０
０
円

と
す
る
。
 

　
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
）
 

第
６
条
　
第
２
条
第
２
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

　
（
１
）
　
特
定
世
帯
（
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
（
国
民
健
康
保
険
法
第
６
条
第
８
号
の
規
定
に
よ

り
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
資
格
を
喪
失
し
た
日
の
前
日
以
後
継
続

し
て
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険

者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て
同
日
の
属
す
る
月
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
月
」
と
い
う
。）

以
後
５
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
（
当
該
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
い
場

合
に
限
る
。）

を
い
う
。
次
号
及
び
第
２
２
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。）

及
び
特
定
継
続
世
帯

（
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て
特

定
月
以
後
５
年
を
経
過
す
る
月
の
翌
月
か
ら
特
定
月
以
後
８
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に

あ
る
も
の
（
当
該
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
限
る
。）

を
い
う
。
第
３
号
及
び
第

２
２
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。）

以
外
の
世
帯
　
３
０
，
０
０
０
円
 

　
（
２
）
　
特
定
世
帯
　
１
５
，
０
０
０
円
 

第
１
条
・
第
２
条
　
略
 

　
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
所
得
割
額
）
 

第
３
条
　
前
条
第
２
項
の
所
得
割
額
は
、
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に
係
る
地
方
税
法

（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
２
６
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）

第
３
１
４
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す

る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た

後
の
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
以
下
「
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
」
と

い
う
。）

に
１
０
０
分
の
６
．
５
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

２
　
略
 

第
４
条
　
略
 

　
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
 

第
５
条
　
第
２
条
第
２
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て
２
０
，
０
０
０
円

と
す
る
。
 

　
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
）
 

第
６
条
　
第
２
条
第
２
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

　
（
１
）
　
特
定
世
帯
（
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
（
国
民
健
康
保
険
法
第
６
条
第
８
号
の
規
定
に
よ

り
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
資
格
を
喪
失
し
た
日
の
前
日
以
後
継
続

し
て
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険

者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て
同
日
の
属
す
る
月
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
月
」
と
い
う
。）

以
後
５
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
（
当
該
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
い
場

合
に
限
る
。）

を
い
う
。
次
号
及
び
第
２
２
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。）

及
び
特
定
継
続
世
帯

（
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て
特

定
月
以
後
５
年
を
経
過
す
る
月
の
翌
月
か
ら
特
定
月
以
後
８
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に

あ
る
も
の
（
当
該
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
限
る
。）

を
い
う
。
第
３
号
及
び
第

２
２
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。）

以
外
の
世
帯
　
２
５
，
０
０
０
円
 

　
（
２
）
　
特
定
世
帯
　
１
２
，
５
０
０
円
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（
３
）
　
特
定
継
続
世
帯
　
２
２
，
５
０
０
円
 

　
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
所
得
割
額
）
 

第
７
条
　
第
２
条
第
３
項
の
所
得
割
額
は
、
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
１
０
０
分
の
２
．
７
 

を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

　
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
 

第
８
条
　
第
２
条
第
３
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て
１
４
，
０
０
０
円

と
す
る
。
 

　
（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
所
得
割
額
）
 

第
９
条
　
第
２
条
第
４
項
の
所
得
割
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総

所
得
金
額
等
に
１
０
０
分
の
１
．
８
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

　
（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
）
 

第
１
０
条
　
第
２
条
第
４
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
１
人
に
つ
い

て
１
９
，
０
０
０
円
と
す
る
。
 

第
１
１
条
～
第
２
１
条
　
略
 

　
（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）
 

第
２
２
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す

る
国
民
健
康
保
険
税
の
額
は
、
第
２
条
第
２
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
額

を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
６
６
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
６
６
万
円
）、

同
条
第
３
項
本
文
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
ウ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
２
６
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
２
６
万
円
）
並
び
に
同
条
第
４
項

本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か
ら
エ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額

が
１
７
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
１
７
万
円
）
の
合
算
額
と
す
る
。
 

　
（
１
）
　
法
第
７
０
３
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額

が
、
４
３
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
び

特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
法
第
７
０
３
条
の
５
第
１

項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
（
昭
和
４
０
年
法
律
第
３
３
号
）
第
２
８
条
第

１
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
３
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
控
除
額
の
控
除

を
受
け
た
者
（
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
が
５
５
万
円
を
超
え
る
者
に
限

る
。）

を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）

の
数
及
び
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
を
有
す

　
（
３
）
　
特
定
継
続
世
帯
　
１
８
，
７
５
０
円
 

　
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
所
得
割
額
）
 

第
７
条
　
第
２
条
第
３
項
の
所
得
割
額
は
、
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
１
０
０
分
の
２
．
５
 

を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

　
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
 

第
８
条
　
第
２
条
第
３
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て
１
２
，
５
０
０
円

と
す
る
。
 

　
（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
所
得
割
額
）
 

第
９
条
　
第
２
条
第
４
項
の
所
得
割
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総

所
得
金
額
等
に
１
０
０
分
の
１
．
３
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

　
（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
）
 

第
１
０
条
　
第
２
条
第
４
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
１
人
に
つ
い

て
１
２
，
５
０
０
円
と
す
る
。
 

第
１
１
条
～
第
２
１
条
　
略
 

　
（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）
 

第
２
２
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す

る
国
民
健
康
保
険
税
の
額
は
、
第
２
条
第
２
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
額

を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
６
６
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
６
６
万
円
）、

同
条
第
３
項
本
文
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
ウ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
２
６
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
２
６
万
円
）
並
び
に
同
条
第
４
項

本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か
ら
エ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額

が
１
７
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
１
７
万
円
）
の
合
算
額
と
す
る
。
 

　
（
１
）
　
法
第
７
０
３
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額

が
、
４
３
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
び

特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
法
第
７
０
３
条
の
５
第
１

項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
（
昭
和
４
０
年
法
律
第
３
３
号
）
第
２
８
条
第

１
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
３
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
控
除
額
の
控
除

を
受
け
た
者
（
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
が
５
５
万
円
を
超
え
る
者
に
限

る
。）

を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）

の
数
及
び
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
を
有
す
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る
者
（
前
年
中
に
法
第
７
０
３
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
第

３
５
条
第
３
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る

公
的
年
金
等
控
除
額
の
控
除
を
受
け
た
者
（
年
齢
６
５
歳
未
満
の
者
に
あ
っ
て
は
当
該
公
的
年

金
等
の
収
入
金
額
が
６
０
万
円
を
超
え
る
者
に
限
り
、
年
齢
６
５
歳
以
上
の
者
に
あ
っ
て
は
当

該
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
１
１
０
万
円
を
超
え
る
者
に
限
る
。）

を
い
い
、
給
与
所
得
を

有
す
る
者
を
除
く
。）

の
数
の
合
計
数
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
等
の
数
」
と
い

う
。）

が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
４
３
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減

じ
た
数
に
１
０
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税

義
務
者
 

　
　
ア
　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
　
被
保
険
者

（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。）

　
１
人
に
つ
い
て
　
１
７
，
５
０
０
円
 

　
　
イ
　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
　
次
に
掲
げ
る

世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

　
　
　
（
ア
）
　
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
　
２
１
，
０
０
０
円
 

　
　
　
（
イ
）
　
特
定
世
帯
　
１
０
，
５
０
０
円
 

　
　
　
（
ウ
）
　
特
定
継
続
世
帯
　
１
５
，
７
５
０
円
 

　
　
ウ
　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等

割
額
　
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。）

　
１
人
に
つ
い
て
　
 

９
，
８
０
０
円
 

　
　
エ
　
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
　
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険

者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。）

　
１
人
に
つ
い
て
　
１
３
，
３
０
０
円
 

　
（
２
）
　
法
第
７
０
３
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額

が
、
４
３
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
び

特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
４
３
万

円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
１
０
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加

算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
　
１
人
に
つ
き
３
０
万
５
，
０
０
０

円
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）
 

　
　
ア
　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
　
被
保
険
者

（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。）

　
１
人
に
つ
い
て
　
１
２
，
５
０
０
円
 

る
者
（
前
年
中
に
法
第
７
０
３
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
第

３
５
条
第
３
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る

公
的
年
金
等
控
除
額
の
控
除
を
受
け
た
者
（
年
齢
６
５
歳
未
満
の
者
に
あ
っ
て
は
当
該
公
的
年

金
等
の
収
入
金
額
が
６
０
万
円
を
超
え
る
者
に
限
り
、
年
齢
６
５
歳
以
上
の
者
に
あ
っ
て
は
当

該
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
１
１
０
万
円
を
超
え
る
者
に
限
る
。）

を
い
い
、
給
与
所
得
を

有
す
る
者
を
除
く
。）

の
数
の
合
計
数
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
等
の
数
」
と
い

う
。）

が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
４
３
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減

じ
た
数
に
１
０
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税

義
務
者
 

　
　
ア
　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
　
被
保
険
者

（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。）

　
１
人
に
つ
い
て
　
１
４
，
０
０
０
円
 

　
　
イ
　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
　
次
に
掲
げ
る

世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

　
　
　
（
ア
）
　
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
　
１
７
，
５
０
０
円
 

　
　
　
（
イ
）
　
特
定
世
帯
　
８
，
７
５
０
円
　
 

　
　
　
（
ウ
）
　
特
定
継
続
世
帯
　
１
３
，
１
２
５
円
 

　
　
ウ
　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等

割
額
　
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。）

　
１
人
に
つ
い
て
　
 

８
，
７
５
０
円
 

　
　
エ
　
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
　
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険

者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。）

　
１
人
に
つ
い
て
　
８
，
７
５
０
円
　
 

　
（
２
）
　
法
第
７
０
３
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額

が
、
４
３
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
び

特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
４
３
万

円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
１
０
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加

算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
　
１
人
に
つ
き
３
０
万
５
，
０
０
０

円
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）
 

　
　
ア
　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
　
被
保
険
者

（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。）

　
１
人
に
つ
い
て
　
１
０
，
０
０
０
円
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イ
　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
　
次
に
掲
げ
る

世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

　
　
　
（
ア
）
　
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
　
１
５
，
０
０
０
円
 

　
　
　
（
イ
）
　
特
定
世
帯
　
７
，
５
０
０
円
 

　
　
　
（
ウ
）
　
特
定
継
続
世
帯
　
１
１
，
２
５
０
円
 

　
　
ウ
　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等

割
額
　
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。）

　
１
人
に
つ
い
て
　
 

　
　
　
７
，
０
０
０
円
 

　
　
エ
　
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
　
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険

者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。）

　
１
人
に
つ
い
て
　
９
，
５
０
０
円
 

　
（
３
）
　
法
第
７
０
３
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額

が
、
４
３
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
び

特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
４
３
万

円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
１
０
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加

算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き
５
６
万
円
を
加
算
し
た

金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
２
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）

 

　
　
ア
　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
　
被
保
険
者

（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。）

１
人
に
つ
い
て
　
５
，
０
０
０
円
 

　
　
イ
　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
　
次
に
掲
げ
る

世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

　
　
　
（
ア
）
　
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
　
６
，
０
０
０
円
 

　
　
　
（
イ
）
　
特
定
世
帯
　
３
，
０
０
０
円
 

　
　
　
（
ウ
）
　
特
定
継
続
世
帯
　
４
，
５
０
０
円
 

　
　
ウ
　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等

割
額
　
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。）

１
人
に
つ
い
て
　
 

　
　
　
２
，
８
０
０
円
 

　
　
エ
　
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
　
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険

者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。）

１
人
に
つ
い
て
　
３
，
８
０
０
円
 

２
　
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
の
属
す
る
世
帯
内
に
６
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３

　
　
イ
　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
　
次
に
掲
げ
る

世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

　
　
　
（
ア
）
　
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
　
１
２
，
５
０
０
円
 

　
　
　
（
イ
）
　
特
定
世
帯
　
６
，
２
５
０
円
 

　
　
　
（
ウ
）
　
特
定
継
続
世
帯
　
９
，
３
７
５
円
　
 

　
　
ウ
　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等

割
額
　
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。）

　
１
人
に
つ
い
て
　
 

　
　
　
６
，
２
５
０
円
 

　
　
エ
　
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
　
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険

者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。）

　
１
人
に
つ
い
て
　
６
，
２
５
０
円
 

　
（
３
）
　
法
第
７
０
３
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額

が
、
４
３
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
び

特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
４
３
万

円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
１
０
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加

算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き
５
６
万
円
を
加
算
し
た

金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
２
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）

 

　
　
ア
　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
　
被
保
険
者

（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。）

１
人
に
つ
い
て
　
４
，
０
０
０
円
 

　
　
イ
　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
　
次
に
掲
げ
る

世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

　
　
　
（
ア
）
　
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
　
５
，
０
０
０
円
 

　
　
　
（
イ
）
　
特
定
世
帯
　
２
，
５
０
０
円
 

　
　
　
（
ウ
）
　
特
定
継
続
世
帯
　
３
，
７
５
０
円
 

　
　
ウ
　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等

割
額
　
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
１
人
に
つ
い
て
　
 

　
　
　
２
，
５
０
０
円
 

　
　
エ
　
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
　
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険

者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。）

１
人
に
つ
い
て
　
２
，
５
０
０
円
 

２
　
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
の
属
す
る
世
帯
内
に
６
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
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月
３
１
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
未
就
学
児
」
と
い
う
。）

が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該

納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
被
保
険
者
均
等
割
額
（
当
該
納
税
義
務
者
の
世
帯
に
属
す
る
未
就

学
児
に
つ
き
算
定
し
た
被
保
険
者
均
等
割
額
（
前
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
に
限
る
。）

は
、
当
該
被
保
険
者
均
等

割
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て

得
た
額
と
す
る
。
 

　
（
１
）
　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
　
次
に
掲
げ

る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
額
 

　
　
ア
　
前
項
第
１
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
　
３
，
７
５
０
円
 

　
　
イ
　
前
項
第
２
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
　
６
，
２
５
０
円
 

　
　
ウ
　
前
項
第
３
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
　
１
０
，
０
０
０
円
 

　
　
エ
　
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
　
１
２
，
５
０
０
円
 

　
（
２
）
　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等

割
額
　
次
に
掲
げ
る
世
帯
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
額
 

　
　
ア
　
前
項
第
１
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
　
２
，
１
０
０
円
 

　
　
イ
　
前
項
第
２
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
　
３
，
５
０
０
円
 

　
　
ウ
　
前
項
第
３
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
　
５
，
６
０
０
円
 

　
　
エ
　
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
　
７
，
０
０
０
円
 

３
　
略
 

以
下
　
略
 

 

月
３
１
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
未
就
学
児
」
と
い
う
。）

が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該

納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
被
保
険
者
均
等
割
額
（
当
該
納
税
義
務
者
の
世
帯
に
属
す
る
未
就

学
児
に
つ
き
算
定
し
た
被
保
険
者
均
等
割
額
（
前
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
に
限
る
。）

は
、
当
該
被
保
険
者
均
等

割
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て

得
た
額
と
す
る
。
 

　
（
１
）
　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
　
次
に
掲
げ

る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
額
 

　
　
ア
　
前
項
第
１
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
　
３
，
０
０
０
円
 

　
　
イ
　
前
項
第
２
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
　
５
，
０
０
０
円
 

　
　
ウ
　
前
項
第
３
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
　
８
，
０
０
０
円
　
 

　
　
エ
　
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
　
１
０
，
０
０
０
円
 

　
（
２
）
　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等

割
額
　
次
に
掲
げ
る
世
帯
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
額
 

　
　
ア
　
前
項
第
１
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
　
１
，
８
７
５
円
 

　
　
イ
　
前
項
第
２
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
　
３
，
１
２
５
円
 

　
　
ウ
　
前
項
第
３
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
　
５
，
０
０
０
円
 

　
　
エ
　
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
　
６
，
２
５
０
円
 

３
　
略
 

以
下
　
略
 

       

 


